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１．第２回日本サービス対象について 

 

 日本経済はＧＤＰと雇用の７割超をサービス産業が占め、サービス化の流れは更に業界を超えて

進んでいます。 

 本賞は、多岐にわたる業種の多種多様なサービスを共通の尺度で評価し、優れたサービスを表彰

する制度です。 

 国内のすべてのサービス提供事業者を対象に、「優れたサービスをつくりとどけるしくみ」を有す

る“きらり”と光るサービスを幅広く表彰するとともに、本賞を通じて、サービス提供事業者のより

一層の士気向上やイノベーションを促します。 

 モノづくり（製品）の付加価値を高めるような製造業によるサービスも含め、より多くのご応募

をお待ちしています。 

 

◆応募フォーマット公開 ２０１７年５月１０日（水） 

◆応募受付期間     ２０１７年６月１日（木）～８月３１日（木）15 時必着 

◆審査期間       ２０１７年９月～２０１８年３月 

◆発表・表彰      ２０１８年春 

 

◆応募方法 日本サービス大賞のＨＰから指定の様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、

登録フォームよりご応募ください。 

→応募要領の詳細はＨＰをご覧ください http://service-award.jp 

◆主 催  公益財団法人 日本生産性本部 

      サービス産業生産性協議会「日本サービス大賞」事務局 

      ＴＥＬ ： 03-3409-1189 

      Ｅ-mail： service-award@jpc-net.jp 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

２．採用ノウハウ伝授セミナーの開催について 

 

http://service-award.jp/
mailto:service-award@jpc-net.jp


本セミナーでは、人材確保の視点から、“中小企業だからできる採用”を成功させるために取り組

むべきことについて、中小企業の採用活動における課題を抽出し、解決の糸口を提案します。 

 採用活動に悩んでいる企業経営者・ご担当者の方々は、ぜひご参加ください。 

 

◆日  時   平成２９年８月２５日（金） １３時３０分～１６時３０分 

◆会  場   高山市民文化会館 ３－３会議室（高山市昭和町 1-188-1） 

◆対 象 者   県内企業の経営者・人事担当者 

◆申込方法   メールまたはＦＡＸ 

◆セミナープログラム 

        ① 昨今の就職・転職事情について 

        ② 大手を真似るな。中小企業の採用活動手法 

        ③ 「伝わる自社ＰＲをつくる」ワークショップ 

      おまけ 採用後の育成について 

◆ 講  師  株式会社 名大社 採用コーディネーター 西田 知佳氏 

◆主  催  岐阜県中小企業総合人材確保センター（愛称：ジンサポ！ぎふ） 

       ＴＥＬ：058-278-1146（月～土曜日 9：15～18：00） 

       ＦＡＸ：058-278-1148 

       E-mail：kigyo@jinzai-gifu.jp ＨＰ：https://www.jinzai-gifu.jp 
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３．外国人の不法就労の防止について 

 

政府は、毎年６月を「外国人労働者問題啓発月間」として啓発活動を行っています。これに時期を

合わせて、法務省入国管理局は本年６月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め、外国人

を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について啓発活動を行っていますので、ご理解とご協

力をお願いいたします。 

 

◆外国人を雇用する事業主の皆様へ 

  外国人を雇用する際は、リーフレットに記載されている内容をよく確認し、外国人が不法就労

にならないよう注意してください。→ www.moj.go.jp/content/001225467.pdf 

 

◆法務省入国管理局 

  ＴＥＬ：03-3580-4111（代表） 

  Ｈ Ｐ：http://www.immi-moj.go.jp/ 
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４．ワーク・ライフ・バランスの専門講師を派遣します 

 

mailto:kigyo@jinzai-gifu.jp
https://www.jinzai-gifu.jp/
http://www.moj.go.jp/content/001225467.pdf
http://www.immi-moj.go.jp/


 昨今、経営戦略の重要な柱として、ワーク・ライフ・バランスが注目されています。 

ワーク・ライフ・バランスの実現のための働き方の見直しが、 

◎業務効率、生産性の向上 

◎人材獲得による競争力の強化 

◎従業員の健康で豊かな生活 などの実現につながります。 

市では企業などが行う研修会へ、ワーク・ライフ・バランスの専門講師を派遣していますので、

是非ご活用ください。 

「ワーク・ライフ・バランスとは？」 

「生産性向上のためにワーク・ライフ・バランスを学びたい！」 

「実際の好事例が知りたい」など、研修のテーマや内容はお気軽にご相談ください。 

※講師派遣は無料です。講師料・旅費は市が負担します 

詳しくは、以下の URL よりご確認ください。 

http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000025/1000133/1004119.html 

 

 

 ◆担当部署 高山市協働推進課 

◆お申込み・お問い合わせ 高山市協働推進課 TEL：0577-35-3412 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

************** メールマガジンの配信中止・アドレス変更 ***************  

配信中止・アドレス変更を希望される場合は、下記の要領でメールにてご連絡ください。 

タイトル：【メールマガジン配信中止】又は 

【メールマガジン配信先 アドレス変更】 

本  文：事業所・団体名、氏名 

アドレスを変更する場合は、新・旧アドレス 

送 信 先：rousei555@city.takayama.lg.jp までご連絡ください。  


